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F-228 ロキソプロフェンナトリウム水和物（感冒等の患者）の算定につい

て 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 次の傷病名に対するロキソプロフェンナトリウム水和物（ロキソニン錠

等）の算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 感冒 

 ⑵ インフルエンザ 

 ⑶ 肋間神経痛 

 ⑷ 坐骨神経痛 

 ⑸ 神経痛 

 ⑹ 帯状疱疹 

 ⑺ 頭痛 

 

○ 取扱いの根拠 

 ロキソニン錠の添付文書の効能・効果※は以下のとおりであり、上記⑴

から⑺の傷病名は明記されていない。 

 しかしながら、作用機序に「プロスタグランジン生合成抑制作用により、

すぐれた鎮痛・抗炎症・解熱作用を有し、特に鎮痛作用が強力である。」と

記載されており、当該医薬品は、上記傷病名による発熱、腫脹、疼痛等の

症状に有用と考えられる。 

 以上のことから、上記⑴から⑺の傷病名に対する当該医薬品の算定は、

原則として認められると判断した。 

 

（※）添付文書の効能・効果 

 〇 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 

   関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛 

 〇 手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎 

 〇 下記疾患の解熱・鎮痛 

   急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む） 

 


